
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  株式譲渡等で申告すると還付が受けられる場合 

Ｑ：株取引で損失が出ていますが、税金が

還付される場合もあるとか。どんな場合に還

付されますか？                                      

  

Ａ：次のような場合には、還付が受けられ

る場合もあります。 

【解説】 

 ①Ａ証券会社の特定口座(源泉徴収選択)は利

益が出ており、Ｂ証券会社の特定口座(源泉徴

収選択)は損失が出ている場合…ＡとＢを損

益通算することにより還付になることがあり

ます。また、損失が大きいときは、申告する

ことで損失を繰り越すことができます。 

 ②特定口座(源泉徴収選択)で利益が出ており、

かつ、その他の株式譲渡等で損失が出ている

場合…特定口座で源泉徴収された税金がその

他の株式等と損益通算することによって税金

が還付されます。 

 ③平成24年に上場株式等の譲渡損失があり、

かつ、平成24年に上場株式等の配当等がある

場合…どちらも申告不要にできますが、申告

をすれば譲渡損失と配当等の損益通算ができ

るので税金が還付されます。ただし、この場

合には、配当は総合課税ではなく、分離課税

を選択する必要があります。 

 ④平成23年に「上場株式等の譲渡損失の繰越

控除」の申告をした場合…平成24年に株式の

譲渡益が出ている場合や上場株式等の配当等

を受けた場合は、平成23年から繰り越した損

失と損益通算することができますので、申告

をすれば税金が還付されます。 
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